
２．中小企業活性化資金

（１）融資条件等

設備資金・運転資金 運転資金 設備資金・運転資金

原則として毎月均等返済

指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）

（２）融資の流れ

融資利率

資金名称

２億８，０００万円

融資対象者

県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合で、以下の要件のいずれかに該当する
もの。
①直近の決算期において、税引前損益又は経常損益で損失を生じ、又は損失が確実と
 見込まれる。
②最近３ヶ月以上の売上高が、前年同期に比し５％以上減少している。
③直近の決算期において、前年の決算期に比し経常利益が１０％以上減少し又は減少
 することが確実と見込まれる。
④製品等の売上原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価格が２０％以上上昇して
 いるにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。

【経営環境変動対応融資】
原料価格の高騰等の影響を受ける中小企業者等で、以下の要件のいずれかに該当するもの。
①最近３か月の売上原価率等（売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」
の割合）が前年同期に比べ増加している。
②原則として最近１か月の売上原価率等が前年同月に比べ増加し、かつ、その後２か月を含
む３か月の売上原価率等が前年同期に比べ増加すると見込まれる。

【危機関連融資】
 中小企業信用保険法第２条第６項の規定による認定を受けた中小企業者※

１０年以内
（うち据置１年以内）

８,０００万円

経営環境変動対応融資一般融資

１０年以内
（うち据置２年以内）

危機関連融資

資金使途

融資限度額

融資期間

特別利率Ｂ
（７年まで　年１．８０％
１０年まで　年２．００％）

特別利率Ｆ（５年まで　年１．５０％
７年まで　年１．８０％
１０年まで　年２．００％）

保証料率

返済方法

担　保　等

申込み窓口

中
小
企
業
者
等

指定金融機関

※大規模な経済危機や災害等による著しい信用収縮が生じていると経済産業大臣が認める場合において、その影
響により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた
方。

大分銀行、豊和銀行、大分信用
金庫、大分みらい信用金庫、日
田信用金庫、大分県信用組合、
商工中金、伊予銀行、福岡銀
行、西日本シティ銀行、肥後銀
行、筑邦銀行、北九州銀行、愛
媛銀行

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

大分銀行、豊和銀行、大分信用金
庫、大分みらい信用金庫、日田信
用金庫、大分県信用組合、商工中
金、北九州銀行、宮崎太陽銀行、
西日本シティ銀行、福岡銀行、伊
予銀行、肥後銀行、筑邦銀行

保証料率Ｃ （年０．７５％以内）
セーフティネット保証　年０．７％

年０．００％ 別に定める

大分銀行、豊和銀行、大
分信用金庫、大分みらい
信用金庫、日田信用金
庫、大分県信用組合、商
工中金、北九州銀行、伊
予銀行

別に定める

商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

申
込
窓
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①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定
④融資実行


